
（第18011号）東 京 都 公 報令和6年2月29日（木曜日）
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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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目

次

告

示

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…（
同
）…
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○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
�

○
港
湾
施
設
の
供
用
中
止
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
��

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
地
下
高
速
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券

取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
六
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和6年2月29日（木曜日）東 京 都 公 報（第18011号） ２



（第18011号）東 京 都 公 報令和6年2月29日（木曜日）３



令和6年2月29日（木曜日）東 京 都 公 報（第18011号） ４



（第18011号）東 京 都 公 報令和6年2月29日（木曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
百
六
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
六
年
三
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
百
六
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
八

番
ほ
か

二
三
四
区
画

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト
一
〇
二

駐
車
場

北
区
赤
羽
北
三
丁
目
十

六
番
ほ
か

八
区
画

日
野
新
井
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

日
野
市
新
井
三
丁
目
一

番
ほ
か

七
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

芝
新
宿
王
子

二

変
更
の
区
間

豊
島
区
上
池
袋
四
丁
目
二
千
三
百
九
十
四
番
二

十
四
地
内
か
ら
同
区
西
巣
鴨
三
丁
目
四
百
六
十

番
三
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和6年2月29日（木曜日）東 京 都 公 報（第18011号） ６



（第18011号）東 京 都 公 報令和6年2月29日（木曜日）７



令和6年2月29日（木曜日）東 京 都 公 報（第18011号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

白
山
小
台

二

変
更
の
区
間

北
区
田
端
二
丁
目
六
番
十
五
地
先
か
ら
同
区
中

里
三
丁
目
三
百
十
九
番
二
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18011号）東 京 都 公 報令和6年2月29日（木曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
二
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
神
代
植
物
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
六
年
三
月
一

日



令和6年2月29日（木曜日）東 京 都 公 報（第18011号） １０
◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

期
間

桟
橋

晴
海
ふ

頭
桟
橋

七
六
九
・
六
八

メ
ー
ト
ル
の
う

ち
三
三
二
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

中
央
区
晴

海
五
丁
目

四
番
地
先

令
和
六
年
三
月
一

日
か
ら
令
和
七
年

二
月
二
十
八
日
ま

で

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
号

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
交
通
局
規
程

第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
総
務
部
サ
ー
ビ
ス
推
進
担
当

課
長
（
以
下
「
課
長
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
中
「
総
務
部
お
客
様
サ
ー
ビ
ス

課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
総
務
部
お
客
様
サ
ー
ビ
ス
課
長
」
を
「
課
長
」
に
、

「
遺
失
物
送
付
票
」
を
「
遺
失
物
台
帳
」
に
改
め
、
「
総
務
部
長
」

の
下
に
「
の
指
定
す
る
場
所
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
中
「
の
上
」
を
「
の
上
、
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
号

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
交
通
局

規
程
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七

号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
十
八
条
第
二
項
中
「
七
日
前
」
を
「
二
日
前
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第

七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
二
十
九
条
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
三
十
一
条
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和
二
年

交
通
局
規
程
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七

号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
十
八
条
第
二
項
中
「
七
日
前
」
を
「
二
日
前
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第

七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
二
十
九
条
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
三
十
一
条
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

附

則



（第18011号）東 京 都 公 報令和6年2月29日（木曜日）１１

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
取
扱

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和

二
年
交
通
局
規
程
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七

号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
八
条
の
三
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
九
条
第
二
項
中
「
七
日
前
」
を
「
二
日
前
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
七
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
取
扱
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗

車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
取
扱
規

程
（
令
和
二
年
交
通
局
規
程
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七

号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
八
条
の
三
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ

第
九
条
第
二
項
中
「
七
日
前
」
を
「
二
日
前
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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